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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
交
付
し
て
い
る「
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険

証
）」は
、
有
効
期
限
が
９
月
30

日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証（
青
色
）は
、

９
月
末
ま
で
に
各
世
帯
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

　

10
月
１
日
以
降
に
診
療
を
受

け
る
際
は
、
新
し
い
保
険
証
を
医

療
機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
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特
定
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク
を

受
診
し
ま
し
ょ
う

【
特
定
健
診
】

　

現
在
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
で
、
40
歳
以
上
75
歳
未
満
の

方
の
特
定
健
診
は
、
医
療
機
関
で

受
診
で
き
ま
す
。
対
象
者
に
は
、

５
月
下
旬
に
受
診
券（
ピ
ン
ク
色
）

を
お
送
り
し
ま
し
た
。
年
に
１
回

の
特
定
健
診
を
受
診
し
て
、
自
分

の
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
バ

ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
生
活
、
適
度

な
運
動
を
心
掛
け
て
、
健
康
の
維

持
増
進
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
７
月
に
実
施
し
た
住
民

総
合
健
診
で
特
定
健
診
を
受
診
し

た
方
は
、
重
複
し
て
医
療
機
関
で

受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
持
参
す
る
も
の

①
特
定
健
康
診
査
受
診
券

②
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

③
自
己
負
担
金（
１
，０
０
０
円
）

◆
実
施
医
療
機
関（
順
不
同
）

　

公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院
／

　

石
塚
医
院
／
か
み
や
内
科
ク
リ
ニ

　

ッ
ク
／
さ
い
と
う
医
院
本
院
／
島

　

貫
整
形
外
科
／
橋
本
医
院

※
田
村
市
・
三
春
町
の
医
療
機

　

関
で
も
受
診
で
き
ま
す
の
で
、

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
実
施
期
間

　

平
成
27
年
11
月
30
日
㊊
ま
で

【
節
目
検
診（
人
間
ド
ッ
ク
）】

　

現
在
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
で
、
40
歳
・
45
歳
・
50
歳
・

55
歳
・
60
歳
・
65
歳
・
70
歳
の

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
対
象

者
に
は
、
５
月
に
通
知
を
お
送

り
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
機
会

に
受
診
し
、
疾
病
の
予
防
や
早

期
発
見
に
繋
げ
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
通
知
で
も
お
知
ら
せ
し

ま
し
た
が
、
早
め
に
予
約
を
し

な
い
と
、
希
望
す
る
医
療
機
関

で
受
診
で
き
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
だ
予
約
を
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
至
急
予
約
さ

れ
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま

す
。
医
療
機
関
へ
の
予
約
は
、

直
接
ご
自
分
で
連
絡
し
て
い
た

だ
き
、
通
知
に
同
封
し
た「
人

間
ド
ッ
ク
利
用
申
請
書（
ハ
ガ

キ
）」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
を
受
理
後
、「
人
間
ド
ッ

ク
利
用
券
」を
交
付
し
ま
す
。

◆
実
施
医
療
機
関（
順
不
同
）

　

公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院

　

／
石
塚
医
院

※
町
外
の
契
約
医
療
機
関
は
通

　

知
に
記
載
の
と
お
り
で
す
。

◆
実
施
期
間

　

平
成
27
年
11
月
30
日
㊊
ま
で
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秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動　

外
出
は
明
る
い
笑
顔
と
反
射
材

　

９
月
21
日
か
ら
30
日
ま
で
秋

の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　

秋
に
な
る
と
、
日
没
が
早
く
な

る
た
め
、
夕
暮
れ
時
や
夜
間
に
出

か
け
る
際
は
、
反
射
材
用
品
を
身

に
つ
け
、
交
通
事
故
に
遭
わ
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

車
に
乗
る
際
は
、
周
囲
に
自

分
の
存
在
を
知
ら
せ
る
た
め

に
、
早
め
に
ラ
イ
ト
を
点
灯
し

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
歩
行
者
を
見
か
け
た
ら
、

減
速
や
一
時
停
止
と
い
っ
た
思

い
や
り
の
あ
る
運
転
に
努
め
、

交
通
安
全
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

〈
運
動
の
基
本
〉

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

〈
運
動
の
重
点
〉

◆
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中

　

や
自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事

　

故
防
止

◆
後
部
座
席
を
含
め
た
す
べ
て

　

の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

　

い
着
用
の
徹
底

◆
飲
酒
運
転
の
根
絶

住
民
票
の
住
所
地
以
外
に

お
住
ま
い
の
方
へ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
開
始
に
伴

う
居
所
情
報
登
録
申
請
に
つ
い
て

　

10
月
５
日
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以

降
、
住
民
票
の
住
所
地
に
ご
自
身

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た

「
通
知
カ
ー
ド
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住

民
票
の
住
所
地
で
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
は
、
居
所
情
報
登

録
申
請
書
を
住
民
票
の
あ
る
住
所

地
の
市
町
村
に
９
月
25
日
㊎（
郵
送

の
場
合
は
必
着
）ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
お
近
く
の
市
区
町

村
ま
た
は
総
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
な
ど
で
入
手
お
よ
び
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
が
認
め
ら
れ
た
方
は
、
登

録
さ
れ
た
居
所
に「
通
知
カ
ー
ド
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

<

申
請
が
必
要
な
方>

①
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災

　

者
で
住
所
地
以
外
の
居
所
に

　

避
難
さ
れ
て
い
る
方　

②
Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、

　

児
童
虐
待
等
の
被
害
者
で
住

　

所
地
以
外
の
居
所
に
移
動
さ

　

れ
て
い
る
方

③
一
人
暮
ら
し
で
、
長
期
間
、

　

医
療
機
関
や
施
設
に
入
院
や

　

入
所
さ
れ
て
い
る
方

④
①
・
②
・
③
以
外
の
方
で
、
や
む

　

を
得
な
い
理
由
に
よ
り
住
所
地
に

　

お
い
て
通
知
カ
ー
ド
の
送
付
を
受

　

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
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お
知
ら
せ
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